
様似町子育て世帯向け宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例 
 

（目的） 
第１条 この条例は、本町における子育て世帯の移住及び定住を促進し、まちの賑わいと活

性化を図るために町有地（以下「子育て宅地」という。）の無償貸付及び無償譲渡に関し、
必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 住宅 自己の居住に供するための住宅（延床面積の２分の１以上が自己の居住に供す

るための住居部分である併用住宅を含む。）をいう。ただし、基礎等で土地に定着して
いる住宅に限る。 

(2) 貸付け 次条以下の規定により、第９条第１項の無償貸付及び無償譲渡契約を締結し
た後、第１０条第１項で規定する責務が履行されるまでの間、子育て宅地を貸付けする
ことをいう。 

(3) 譲渡 次条以下の規定により、子育て宅地に住宅を建築した者に対し、子育て宅地の
所有権を移転することをいう。 

（子育て宅地の位置） 
第３条 子育て宅地の位置は、規則で定める。 

（貸付け及び譲渡の価格） 
第４条 子育て宅地の貸付料及び譲渡価格は、無償とする。 

（子育て宅地の貸付け及び譲渡等対象者） 
第５条 子育て宅地の譲渡対象となる者（以下「譲渡等対象者」という。同居しようとする

者を含む。以下同じ。）は、町内在住者又は町外在住者で、次に掲げる要件を満たす者と
する。 
(1) 町内在住者又は町外在住者で、申込み時点で１８歳未満の子を養育している者 
(2) 成年被後見人及び被保佐人でない者 
(3) 町税等の公租公課を滞納していない者 
(4) 譲渡等対象者又は同居者が、様似町暴力団排除条例（平成２４年１２月１９日条例第

１７号）第２条第１号で規定する暴力団や、その他反社会的団体の構成員又は準構成員
でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、転勤等の理由で定住することが困難な者であっても、自己の
所有する住宅を様似町内に建築しようとする者は、譲渡等対象者とみなすことができる。 
（貸付け及び譲渡の申込み） 

第６条 子育て宅地の譲渡を受けようとする者は、規則で定める内容の申込書（以下「申込
書」という。）を町長に提出するものとする。 
（審査委員会） 

第７条 子育て宅地の適正かつ円滑な運用を期するため、前条で提出のあった申込書の内容
を審査するために審査委員会を置く。 



２ 審査委員会の委員は、町長が任命する。 
（貸付け及び譲渡等候補者の選定） 

第８条 町長は、審査委員会の意見を聴いたうえで、子育て宅地の譲渡等候補者を選定する
ものとする。 

２ 町長は、前項の規定による譲渡等候補者を選定したときは、その旨を通知するものとす
る。 
（貸付け及び譲渡の契約） 

第９条 譲渡等候補者は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、子育て世帯向け宅地の無
償貸付及び無償譲渡に関する契約書（以下「契約書」という。）により契約を締結しなけ
ればならない。 

２ 前項の規定による契約が締結されない場合は、当該譲渡等候補者は、その資格を失い、
繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲渡候補者とする。 
（譲渡等契約者の責務） 

第１０条 前条第１項の規定により契約を締結した者（以下「譲渡等契約者」という。）は、
契約締結後１年以内に、次に掲げる事項を履行しなければならない。 
(1) 譲渡を受けた土地に自己が所有する住宅を建築すること。 
(2) 申込書に記載した者が当該住宅に居住（住民登録を含む。）すること。 

２ 町長は、前項に規定する譲渡等契約者の責務が履行されない場合において、やむを得な
い特別な理由があると認められるときは、履行の期限を、１年を超えない範囲で延長する
ことができる。 
（契約の無効等） 

第１１条 譲渡等契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第９条第１項の規定に
より締結された契約は、当該契約に基づき無効とする。 
(1) 前条第１項各号に規定する譲渡等契約者の責務が履行されないとき。 
(2) 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。 

２ 前項の規定により契約が無効となる場合においては、譲渡等契約者は、次に掲げる措置
を講じなければならない。 
(1) 譲渡を受けた土地における住宅の建築が未了の場合は、譲渡等契約者の負担により直

ちに当該土地を契約前の状態に原状回復し、明け渡すこと。 
(2) 譲渡を受けた土地における住宅の建築が完了している場合は、第１５条に規定する違

約金を納付のうえ、譲渡等契約者の負担により直ちに当該土地を契約前の状態に原状回
復し、明け渡すこと。 

（譲渡の手続） 
第１２条 譲渡等契約者は、第１０条第１項に規定する責務を履行したときは、遅滞なく、

町長に当該土地の無償譲渡を申請するものとする。 
２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、譲渡の

可否を決定したときは、その内容を譲渡等契約者に通知する。 
３ 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに所有権移転登記を行うものとし、この登

記手続費用は、譲渡等契約者の負担とする。 



（禁止事項） 
第１３条 前条の規定により土地の譲渡を受けた者（以下「土地譲受者」という。）は、譲

渡の日から１０年を経過するまでの間において、次の行為をしてはならない。 
(1) 譲渡を受けた土地に建築した住宅から土地譲受者及び世帯員全員が転居すること。 
(2) 住宅及び譲渡を受けた土地の全部又は一部を第三者に貸付け、売却又は譲渡すること。 
(3) 譲渡を受けた土地に建設した住宅に係る住宅ローンを借り入れる以外の目的で、第三

者との間に地上権、賃借権、信託又は質権、抵当権その他の担保権を設定すること。 
(4) 譲渡を受けた土地の形状を変更すること。 
(5) 土地譲受者又は同居している者が、様似町暴力団排除条例（平成２４年１２月１９日

条例第１７号）第２条第１号で規定する暴力団や、その他反社会的団体の構成員又は準
構成員となること。 

２ 前項第５号においては、前項の規定にかかわらず、本町に居住する間は、その行為をし
てはならない。 
（契約の解除） 

第１４条 町長は、本条例、規則及び契約書に定める事項に違反した者並びに不正の行為に
よって契約を締結した者に対し、契約の解除を行うことができる。 
（違約金） 

第１５条 土地譲受者は、第１１条第２項第２号の規定に該当する場合又は第１３条第１項
に定める期間内に各号のいずれかに該当する行為をする場合においては、契約書に基づき、
規則で定める違約金を町に納付しなければならない。 

２ 町長は、不測の事態等やむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約
金の徴収を免除することができる。 
（土地の返還等） 

第１６条 土地譲受者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、土地譲受者の負
担により当該土地を譲渡前の状態に原状回復したうえで、速やかに町に返還しなければな
らない。 
(1) 土地譲受者又は同居している者が、第１４条の規定に該当したとき。 
(2) 土地譲受者又は同居している者が、再三に渡り著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為を

したとき。 
（特例） 

第１７条 この条例による子育て宅地の無償貸付及び無償譲渡については、様似町有財産条
例（昭和２８年５月１９日条例第４号）及び様似町財務規則（昭和５２年様似町規則第１
号）の規定は適用しないものとする。 
（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

附 則 
この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


